
令和５・６年度 資格者名簿の説明

１ 本名簿は、建設工事又は設計等に係る資格を有する方の名簿です。

２ 建設工事に係る資格は、一般土木工事や建築工事など１３種類、設計等に係る資格は、土木設計や測

量など７種類です。

そのうち、「農業土木工事」「水産土木工事」「森林土木工事」「一般土木工事」「舗装工事」「建

築工事」「電気工事」「管工事」の８資格については、経営事項審査の基準に則って算定した客観的要

素（客観点）と技術・社会的要素（工事施行成績評定結果や表彰受賞により付与される技術点や働き方

改革推進企業認定、担い手の確保等に応じて付与される社会点）を合わせた総合評定数値に応じて、別

途定める格付基準点により、ＡからＣの３等級（農業土木工事、水産土木工事、森林土木工事、一般土

木工事、建築工事、電気工事、管工事）、又はＡ・Ｂの２等級（舗装工事）の格付を行っています。

また、一般土木工事の資格については、さらにＡ等級をＡ１・Ａ２に区分しています。

○格付等級について

格付等級は、各地方自治体等がそれぞれの基準で定めているものです。

本名簿の格付等級も総合点の分布状況等を勘案して、北海道が独自に定めたものであり、

その評価は相対的なものです。

したがって、資格者の施工能力等を一般的に表す指標ではありません。

３ 名簿には、登録番号、総合振興局・振興局名、索引、商号及び所在地のほか、前述の格付業種８資格

については、格付等級、総合点、客観点、技術・社会点の内訳等を記載しています。

４ 名簿の掲載順は、次のとおりです。

【格付業種８資格】

格付等級（Ａ（Ａ１）～）

－主たる営業所が道内の企業（総合振興局・振興局の順）

－主たる営業所が道外の企業（最後の総合振興局又は振興局の次から）

－登録番号（９桁）

【格付業種以外の12資格】

主たる営業所（設計等の資格の方は本店）が道内の企業（総合振興局・振興局の順）

－主たる営業所等が道外の企業（最後の総合振興局又は振興局の次から）

－登録番号（９桁）

５ 格付に係る客観的要素及び技術・社会的要素の審査項目並びに基準は、次のとおりです。

(1) 客観的要素（客観点）

客観的要素は、平成20年国土交通省告示第85号に定める審査項目及び基準により算出しています。

ただし、客観的要素の算出にあたり、Ｘ１評点については、道の入札参加資格の種類に対応する建設

業許可業種に係る完成工事高の合計により再算定した評点を、Ｚ評点については、経営事項審査によ

り算出された評点のうち、道の入札参加資格の種類に対応する建設業許可業種の最高点をもって、算

出しています。



(2) 技術・社会的要素（技術・社会点）

ア 技術・社会的要素の審査項目は、次のイ～サのうち申告のあった項目になります。

イ 工事施行成績（北海道請負工事施行成績評定要領（平成10年2月18日付け建情第6 8 6号農政部長、

水産林務部長、建設部長、出納局長通達）第４の既定により評定した工事施行成績。以下同じ。）

定期の申請による資格の審査を行う年の前年及び前々年（令和3年1月1日から令和4年12月31日の

間）に完成した、審査対象となる資格の種類に係る工事施行成績評定点の平均値及び500万円以上の

工事の履行実績を、次の算式によって計算した評定数値となります。

なお、工事施行成績評定結果がない者は、評定数値は０点となります。

算式：評定数値＝Ｇ×（a － b）× k

a：審査対象となる資格の種類に係る工事施行成績の平均値（小数点以下の端数がある場合は

これを切り捨て）

b：成績評定原点数値（建築工事、電気工事及び管工事は65、その他は70）

G：反映係数（建築工事、電気工事及び管工事は３、その他は４）

k：補正率＝(ｃ1+ｃ2)＋0.2×√ｄ＋1.0で算出した値（少数第３位以下に端数がある場合は

これを四捨五入）

ｃ1：履行件数の補正係数（表１の履行件数に （表１）

応じた値）

ｃ2：工事価格帯補正係数（審査対象となる資

格の種類ごとに表２の係数を工事価格帯

ごとの履行件数に乗じ、その総和を総履

行件数で除した値。ただし、少数第３位

以下に端数がある場合はこれを四捨五入）

（表２）

ただし、ｃ1及びｃ2に係る履行件数につい

ては、前年及び前々年に完成した工事件数を

対象とします。

ｄ：前年及び前々年に完成した、審査対象とな

る資格の種類に係る工事の実績額（多年度

にわたる工事は各年度の支払額を実績額）

（単位は億円とし、少数第３位以下に端数

がある場合はこれを四捨五入）

工事施行成績の平均値に小数点以下の端数

がある場合はこれを切り捨てます。

また、評定数値の上限値は240点とし下限値

は０点とします。

ウ 表彰

定期の申請による資格の審査を行う年の前年及び前々年（令和３年度及び令和４年度）に決定し

た次の各項目の表彰受賞者に対し、当該項目に定める点数を付与しています。ただし、次の項目に

より付与する点数の合計は20点を上限とし、(ｲ)の表彰を複数回受賞した場合であっても、(ｲ)に定

める点数が上限となります。

資格の種類 工事価格 係数
7千万円以上 0.00

3.5千万円以上7千万円未満 0.02
3.5千万円未満 0.04
6千万円以上 0.00
6千万円未満 0.02
10千万円以上 0.00

4千万円以上10千万円未満 0.02
4千万円未満 0.04
2千万円以上 0.00

7百万円以上2千万円未満 0.02
7百万円未満 0.04

2.5千万円以上 0.00
8百万円以上2.5千万円未満 0.02

8百万円未満 0.04
7千万円以上 0.00

3.5千万円以上7千万円未満 0.02
3.5千万円未満 0.04
6千万円以上 0.00

3.5千万円以上6千万円未満 0.02
3.5千万円未満 0.04
5.5千万円以上 0.00

2.5千万円以上5.5千万円未満 0.02
2.5千万円未満 0.04

水産土木

森林土木

一般土木

舗装

建築

電気

管

農業土木

履行件数 補正係数(c1)
５以下 0.00

 6 ～ 10 0.02
11 ～ 15 0.04
16以上 0.06



(ｱ) 審査担当部の優良業者等選考委員会が選考する表彰（知事表彰）

選考を行う審査担当部が審査する資格の種類につき20点

・農業農村整備事業に係る優秀業者表彰

・水産林務部工事等優秀業者表彰

・建設部工事等優秀者表彰

(ｲ) 建設管理部工事優良企業選考委員会が選考する表彰（振興局表彰）

建設部が審査する資格の種類につき10点

・建設管理部優良企業表彰

エ 働き方改革推進企業認定の審査基準

申請書を提出する日において、北海道働き方改革推進企業認定制度実施要綱（平成31年３月15日

付け雇労第1287号）（以下「働き方要綱」という。）の別表第２における認定を受けている者につ

いては次の各項目に定める点数を付与しています。

(ｱ) ゴールド認定又はシルバー認定を受けている者 12点

(ｲ) ブロンズ認定を受けている者 10点

(ｳ) ホワイト認定を受けている者 ５点

オ 高年齢継続雇用対策、女性の活躍支援及び障がい者の就労支援の審査基準

(ｱ) 高年齢継続雇用対策については、申請書を提出する日において、働き方要綱の別表第１におけ

る評価基準５号又は６号に該当がある者については２点を付与しています。

(ｲ) 女性の活躍支援については、申請書を提出する日において、働き方要綱の別表第１における評価

基準１号に該当がある者又は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64

号）に定める一般事業者であって常時雇用する労働者の数が100人を超えるもので、一般事業主行動

計画を策定し、厚生労働省都道府県労働局に届出して同計画を実践している者については３点を付

与しています。

(ｳ) 障がい者の就労支援については、申請書を提出する日において、働き方要綱の別表第１におけ

る評価基準７号、８号又は９号に該当がある者については３点を付与しています。

カ 季節労働者通年雇用対策の審査基準

「季節労働者通年雇用化申告制度実施要領」（令和2年11月13日付け雇対第900号）による評価を

受け申告した者については10点を付与しています。

キ 担い手の確保の審査基準

「担い手の確保申告要領の制定について」（平成26年11月20日付け建管第1638号）により申告し

た者については12点を付与しています。

ク 人材育成の審査基準

「人材育成申告要領の制定について」（平成30年11月27日付け建管第1073号。以下「人材要領」

という。）により申告した者については次の各項目に定める点数を付与しています。ただし、当

該各項目においてそれぞれ該当する事項が複数ある場合であっても、当該各項目ごとに定める点

数を上限としています。

(ｱ) 人材要領３（１）に該当する者 ５点

(ｲ) 人材要領３（２）に該当する者 ５点



ケ ゼロカーボン北海道への貢献の審査基準

申請をしようとする年の１月１日（随時の申請をする場合にあっては、申請をしようとする月の初

日）において、「北海道グリーン・ビズ認定制度「優良な取組部門」における「ゼロカーボン・チャ

レンジャー」登録実施要領等の策定について」（令和４年３月31日付け環境第2633号）による登録

を受けている者については３点を付与しています。

コ 環境への取組の審査基準

申請をしようとする年の１月１日（随時の申請をする場合にあっては、申請をしようとする月の初

日）において、次の各項目に該当する者については、当該各項目に定める点数を付与することができ

ます。ただし、次の項目により付与する点数の合計は３点を上限とします。

(ｱ) 一般財団法人持続性推進機構からエコアクション２１の認証を取得している者 ３点

(ｲ) 一般社団法人北海道商工会議所連合会エイチ・イー・エス推進機構から北海道環境マネジメント

システムスタンダードの認証を取得している者 ３点

(ｳ) 「北海道グリーン・ビズ認定制度「優良な取組」部門」又は「さっぽろエコメンバー」の登録を

受けている者 ３点

サ 安全・安心への貢献の審査基準

「安全・安心への貢献申告要領の制定について」（平成20年12月１日付け建情第918号。以下「安

全要領」という。）により申告した者については次の各項目に定める点数を付与しています。ただ

し、当該各項目においてそれぞれ該当する事項が複数ある場合であっても、当該各項目ごとに定め

る点数を上限とします。

また、当該項目の(ｲ)及び(ｳ)により付与する点数の合計は10点を上限とし、(ｴ)、(ｵ)及び(ｶ)によ

り付与する点数の合計は30点を上限としています。ただし、(ｵ)及び(ｶ)の重複付与はできません。

(ｱ) 安全要領３（１）に該当する者 20点

(ｲ) 安全要領３（２）アに該当する者 10点

(ｳ) 安全要領３（２）イに該当する者 10点

(ｴ) 安全要領３（３）アに該当する者 30点

(ｵ) 安全要領３（３）イに該当する者 20点

(ｶ) 安全要領３（３）ウに該当する者 10点

(3) 技術・社会的要素の評定数値は、各審査項目の評定数値付与点数の和となります。

６ 総合評定数値の算出について

建設工事に係る競争入札参加資格格付のための総合評定数値は、客観的要素の評定数値（客観点）と

技術・社会的要素の評定数値（技術・社会点）との和となります。



７ 格付業種８資格の格付基準点

種類

農業 水産 森林 一般土木工事 舗装 建築 電気 管工事

土木 土木 土木 工事 工事 工事

工事 工事 工事

等級 区分

Ａ 1,130点 1,135点 1,195点 Ａ１ 1,340点 1,060点 920点 850点 840点

以上 以上 以上 (※） 以上 以上 以上 以上 以上

Ａ２ 1,195点

以上

Ｂ 960点 960点 1005点 925点 1,060点 780点 730点 730点

以上 以上 以上 以上 未満 以上 以上 以上

Ｃ 960点 960点 1005点 925点 780点 730点 730点

未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満

（※）Ａ１の格付基準点を満たす者のうち、「最上位等級の区分に関する申出書」を提出した方について

は、Ａ２に区分されます。

８ 格付業種８資格の発注標準

種類

農業 水産 森林 一般土木工事 舗装 建築 電気 管工事

土木 土木 土木 工事 工事 工事

工事 工事 工事

等級 区分

Ａ 7,000 6,000 5,500 Ａ１ 7,000 6,000 10,000 2,000 2,500

万円以上 万円以上 万円以上 万円以上 万円以上 万円以上 万円以上 万円以上

Ａ２ 25,000

万円未満

7,000

万円以上

Ｂ 3,500 3,500 2,500 3,500 6,000 4,000 700 800

万円以上 万円以上 万円以上 万円以上 万円未満 万円以上 万円以上 万円以上

Ｃ 3,500 3,500 2,500 3,500 4,000 700 800

万円未満 万円未満 万円未満 万円未満 万円未満 万円未満 万円未満


